
（制定）令和５年４月１３日条例第１号 

（改正）令和６年５月１０日条例第１号 

 

   京都市非居住住宅利活用促進税条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、非居住住宅の存在が、本市に居住を希望する者への住宅の供給を妨

げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニテ

ィの活力を低下させる原因の一つになっていることに鑑み、非居住住宅の所有者に対し

非居住住宅利活用促進税を課することにより、非居住住宅の有効活用を促すとともに、

その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、

安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将

来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資することを目的とする。 

（非居住住宅利活用促進税） 

第２条 地方税法（以下「法」という。）第５条第３項の規定に基づき、非居住住宅利活用

促進税を課する。 

（定義） 

第３条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び京都市市税

条例において使用する用語の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 非居住住宅 住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないものをいう。 

 ⑵ 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。 

⑶ 家屋価値割 非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格（法第３４９

条の３第１１項の規定の適用を受ける家屋にあっては、その価格に同項に定める率を

乗じて得た額。以下同じ。）を課税標準として課する非居住住宅利活用促進税をいう。 

⑷ 立地床面積割 非居住住宅の単位地積当たり価格に当該非居住住宅の延べ面積を

乗じて得た額を課税標準として課する非居住住宅利活用促進税をいう。 

⑸ 単位地積当たり価格 家屋の敷地の用に供されている土地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格（法第３４９条の３第１１項の規定の適用を受ける土地にあっ



ては、その価格に同項に定める率を乗じて得た額）を当該土地の地積（土地課税台帳

又は土地補充課税台帳に登録された地積をいう。）で除して得た額をいう。 

⑹ 延べ面積 非居住住宅の各階の床面積の合計面積をいう。ただし、非居住住宅が法

第３４１条第１２号に規定する区分所有に係る家屋（以下「区分所有に係る家屋」と

いう。）の専有部分（建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）

第２条第３項に規定する専有部分をいう。以下同じ。）である場合にあっては、当該

区分所有に係る家屋の延べ面積を同法第１４条第１項から第３項までの規定の例に

より算定した専有部分の床面積の割合によって按分した面積をいう。 

（納税義務者等） 

第４条 非居住住宅利活用促進税は、本市の市街化区域（都市計画法第７条第１項に規定

する市街化区域をいう。）内に所在する非居住住宅に対し、その所有者に家屋価値割額

及び立地床面積割額の合算額によって課する。 

２ 前項の所有者とは、当該非居住住宅に係る固定資産税について法第３４３条第１項、

第２項、第４項及び第５項において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。 

（課税免除） 

第５条 次に掲げる非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さない。 

 ⑴ 事業の用に供しているもの又は当該年度の賦課期日から起算して１年を経過する日

までに事業の用に供することを予定しているもの（当該年度の前年度に係る賦課期日

から引き続き非居住住宅の状態にあるものを除く。） 

 ⑵ 賃借人の募集又は販売を開始した日（非居住住宅の状態が継続している間に２回以

上賃借人を募集し、又は販売する場合にあっては、当該期間において最初に賃借人の

募集又は販売を開始した日）から起算して１年を経過していないもの（前号に掲げる

ものを除く。） 

 ⑶ 法第３４８条第１項から第９項まで若しくは第３５１条又は京都市市税条例第４１

条若しくは第４６条の規定により固定資産税を課することができないとされ、又は課

さないとされているもの 

 ⑷ 景観法第１９条第１項の規定により景観重要建造物として指定されたものその他歴

史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 

 ⑸ 前各号に定めるもののほか、公益上その他の事由により市長が課税を不適当と認め

るもの 



２ 非居住住宅の所有者は、その所有する非居住住宅が前項第１号又は第２号に掲げるも

のに該当するときは、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、市長が定める事

項を記載した申告書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

ただし、市長がその必要がないと認めた者については、この限りでない。 

（課税標準） 

第６条 非居住住宅利活用促進税の課税標準は、家屋価値割にあっては、当該年度におけ

る非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格とし、立地床面積割にあって

は、当該年度における非居住住宅の単位地積当たり価格に当該非居住住宅の延べ面積を

乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、非居住住宅が区分所有に係る家屋の専有部分である場合に

おける当該非居住住宅に対して課する家屋価値割の課税標準は、当該区分所有に係る家

屋の固定資産税の課税標準となるべき価格を法第３５２条第１項の規定の例により算

定した割合により按分して得た額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、非居住住宅が法第３５２条第２項に規定する居住用超高

層建築物（以下「居住用超高層建築物」という。）における専有部分である場合におけ

る当該非居住住宅に対して課する家屋価値割の課税標準は、当該居住用超高層建築物

（区分所有法第４条第２項の規定により同法第２条第４項に規定する共用部分とされ

た附属の建物を含む。）の固定資産税の課税標準となるべき価格を法第３５２条第２項

の規定の例により算定した割合により按分して得た額とする。 

（税率） 

第７条 非居住住宅利活用促進税の税率は、家屋価値割にあっては１００分の０．７、立

地床面積割にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税率とす

る。 

 ⑴ 家屋価値割の課税標準となるべき価格が７，０００，０００円未満である場合 １

００分の０．１５ 

 ⑵ 家屋価値割の課税標準となるべき価格が７，０００，０００円以上９，０００，０

００円未満である場合 １００分の０．３ 

 ⑶ 家屋価値割の課税標準となるべき価格が９，０００，０００円以上である場合 １

００分の０．６ 

（免税点） 



第８条 家屋価値割の課税標準となるべき額が２００，０００円に満たない非居住住宅に

対しては、非居住住宅利活用促進税を課さない。 

（納税管理人） 

第９条 非居住住宅利活用促進税の納税義務者は、法第６７６条第１項の規定により納税

管理人を定める場合においては、本市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を

有する者のうちからこれを定め、これを定める必要が生じた日から１０日以内に市長に

申告し、又は本市の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者を納税管理

人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から１０日以内に市長に申

請して、その承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとす

る場合においても、また、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る非居住住宅利活

用促進税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたと

きは、納税管理人を定めることを要しない。 

（賦課期日） 

第１０条 非居住住宅利活用促進税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日

とする。 

（納期及び納付額） 

第１１条 非居住住宅利活用促進税の納期は次のとおりとし、各納期における納付額は税

額の４分の１に相当する額とする。 

第１期 ６月１０日から同月３０日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 

第３期 １０月１日から同月３１日まで 

第４期 １月１日から同月３１日まで 

２ 非居住住宅利活用促進税額が４，０００円以下である場合における当該非居住住宅利

活用促進税の納期及び納付額は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

  ６月１０日から同月３０日まで 税額の全部 

（徴収の方法） 

第１２条 非居住住宅利活用促進税の徴収については、普通徴収の方法による。 

（減免） 

第１３条 非居住住宅利活用促進税の減免については、次の各号に定めるところによる。



ただし、減免すべき事由の発生の日までに経過した納期に係る納付額については、この

限りでない。 

⑴ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた非居住

住宅に対しては、市長が認める損失の程度に応じて非居住住宅利活用促進税を減免す

る。 

⑵ 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が納税者である非居住住宅に対して

は、非居住住宅利活用促進税を免除する。 

⑶ 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区による買収若しくは

収納により、又は都市計画法に基づく事業の執行により、使用収益することができな

くなった非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を免除する。 

⑷ 市長が定める事由により一時的に居住の用に供していない非居住住宅に対しては、

非居住住宅利活用促進税を減免する。 

⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める非居住住宅に対しては、非居

住住宅利活用促進税を減免する。 

２ 前項の規定により非居住住宅利活用促進税の減免を受けようとする者は、納税通知書

を発した日から当該納税通知書に指定した納期限までに、減免を受けようとする事由を

証する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 

（居住者等の死亡に係る徴収猶予） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある旨の納税義務者の申告があ

り、当該申告が真実であると認められるときは、当該各号に掲げる事実が発生した日か

ら３年間に限り、当該非居住住宅に係る非居住住宅利活用促進税の徴収を猶予するもの

とする。 

 ⑴ 非居住住宅の所有者が死亡したこと 

 ⑵ 居住者が死亡したことにより非居住住宅となったこと 

２ 前項の規定により非居住住宅利活用促進税の徴収の猶予を受けようとする者は、同項

各号のいずれかに該当する事実があることを証明する書類を添付した申告書を市長に

提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により徴収の猶予をしたときは、その旨を納税者に通知するも

のとする。徴収の猶予を認めないときも、また、同様とする。 

４ 法第１５条の２の３第１項の規定は、第１項の規定による徴収の猶予について準用す



る。 

５ 市長は、第１項の規定により徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額

に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものと

する。 

（居住者等の死亡に係る徴収猶予の取消し） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定により徴収の猶予をした場合において、当該徴収の

猶予に係る非居住住宅が当該徴収の猶予をした期間の経過後も非居住住宅であること

が明らかになったとき、又は徴収の猶予の事由の一部に変更があることが明らかになっ

たときは、当該徴収の猶予をした非居住住宅利活用促進税の税額の全部又は一部につい

てその徴収の猶予を取り消し、これを徴収しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、あらかじめ、当該徴収の

猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくそ

の弁明をしないときは、この限りでない。 

３ 法第１５条の３第３項の規定は、第１項の規定により徴収の猶予を取り消す場合につ

いて準用する。 

（居住者等の死亡に係る納税義務の免除） 

第１６条 市長は、第１４条第１項の規定により徴収の猶予をした場合において、当該徴

収の猶予に係る非居住住宅が当該徴収の猶予をした期間内に非居住住宅でなくなった

とき又は第５条第１項第１号若しくは第２号に掲げる非居住住宅となったときは、当該

非居住住宅に係る非居住住宅利活用促進税（徴収の猶予に係る期間に係るものに限る。）

の納税義務を免除するものとする。 

２ 市長は、非居住住宅利活用促進税を徴収した場合において、当該非居住住宅利活用促

進税について前項の規定の適用があることとなったときは、当該非居住住宅利活用促進

税の納税義務者の申請により、当該非居住住宅利活用促進税を還付するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により非居住住宅利活用促進税を還付する場合において、還付を

受ける者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければ

ならない。 

４ 前２項の規定により非居住住宅利活用促進税を還付し、又は充当する場合には、第２

項の規定による還付の申請があった日から起算して１０日を経過した日を法第１７条

の４第１項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。 



（京都市市税条例の適用） 

第１７条 法及びこの条例に定めるもののほか、非居住住宅利活用促進税の賦課徴収につ

いては、京都市市税条例第１章の規定を適用する。この場合において、同条例第４条第

１項、第６条第１項各号列記以外の部分及び第１２条第１項中「この条例」とあるのは、

「この条例若しくは京都市非居住住宅利活用促進税条例」とする。 

（委任） 

第１８条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し

必要な事項は、市長が定める。 

（過料） 

第１９条 市長は、第９条第２項の認定を受けていない納税義務者で同条第１項の承認を

受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がな

くて申告をしなかった場合においては、その者に対し、１００，０００円以下の過料を

科する。 

２ 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、当該納

入通知書を発した日から１０日を経過した日とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 課税免除に係る申告、納税管理人に係る承認その他非居住住宅利活用促進税を徴収す

るために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

（免税点に関する特例） 

３ この条例の施行の日の属する年の１月１日から起算して５年を経過する日を賦課期日

とする年度までの各年度分の非居住住宅利活用促進税に係る第８条の規定の適用につ

いては、同条中「２００，０００円」とあるのは、「１，０００，０００円」とする。 

（検討） 

４ 市長は、この条例の施行後５年ごとに、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化

等を勘案し、非居住住宅利活用促進税に係る制度について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。 



   附 則（令和６年５月１０日条例第１号抄） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 


